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第第５５号号議議案案  
 

22002222 連連合合島島根根春春季季生生活活闘闘争争ままととめめ（（案案））  
 

ははじじめめにに  

2022 春季生活闘争は、「総合生活改善闘争」の位置づけのもと、国民生活の維持・

向上をはかるため、労働組合が前に出て、社会・経済の構造的な問題解決をはかる「け

ん引役」を果たす闘争であるが、コロナ禍の影響に加え、ロシアのウクライナ侵攻や

資源・エネルギー等の価格高騰があった中での労使交渉においても「人への投資」を

意識した粘り強い交渉が行われた。 

今次春闘では「未来づくり春闘」を掲げ、経済の後追いではなく経済・社会の活力

の原動力となる「人への投資」を積極的に求めた結果、これまで同様に多くの組合が

交渉に臨み回答を引き出した。それぞれの要求内容には幅があり、かつ示された回答

にも幅があるものの、これまでの労使関係を礎に、この一年間の組合員の努力・頑張

りと企業の持続的成長、さらには日本経済・社会に対する労使の責任を果たすべく、

ぎりぎりまで協議・交渉を追い上げた結果であると受け止める。 

連合島根は、連合本部の闘争方針に則り「連合島根第 63 回地方委員会」にて方針

を確定し春季生活闘争に臨んできた。従来の賃上げ交渉に加え、働き方改革に関する

取り組みなどについて論議が行われるよう交渉促進に向けてのアナウンス、情報公開

に努めてきた。 

連合本部で確認された「2022 春季生活闘争まとめ」を基本に内容を精査し、評価と

今後に向けた課題を以下のとおり整理し、2023 春季生活闘争の方針議論へつなげて

いく。 

 

ⅠⅠ．．22002222 連連合合島島根根春春季季生生活活闘闘争争方方針針  

１．「賃上げ」をはじめとする「底上げ」「底支え」「格差是正」の取り組み 

（１）連合島根の賃金の維持・復元の取り組み 

すべての組合は、月例賃金にこだわる闘いを進めることとし、定昇・賃金カー

ブ維持相当分（約２％）を確保したうえで、「底上げ」「底支え」「格差是正」

分として２％（合計４％）程度を賃上げ要求水準とする。 

連合島根の賃上げ要求基準の基礎データとして、これまで各構成組織・単組の

協力を得て、毎年賃金実態調査を行い、県内民間企業の賃金について調査してき

た。本年度も９月の賃金調査データを、連合本部の関係分析機関(電機連合・労働

調査協議会)に依頼し分析を行った。2021連合島根賃金実態調査結果(2021年9月

度支給賃金調査)では、単組より、９，０７６人のデータを集約することができ、

今回の賃金実態調査結果を基に、連合島根として以下の賃金要求基準を示す。 

①賃金カーブの算定が可能な組合は、定昇・賃金カーブ維持相当分（約２％）を

確保した上で、「底上げ」「底支え」「格差是正」分として２％程度を要求す

ることとする。 

②賃金制度が未整備の組合は、構成組織の指導のもと、制度の確立・整備に向け

た取り組みを強化する。賃金カーブの算定が困難な組合に対して、連合島根の

賃金実態調査結果から求めた次の金額を示す。 

【平均賃上げ要求基準】 

定昇・賃金カーブ維持相当分【４，１００】円を目安として確保し、「生産性向

上」「底上げ」「底支え」「格差是正」分などを、賃上げ（２％≒【５，２００】
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円）として求める。（合計【９，３００】円以上を目安とする） 

③「復元・賃金改善分」は、月例賃金の引き上げ（ベースアップ）を基本とし、

具体的要求は、各組合の判断とする。 

④連合島根地域ミニマム賃金は実態調査に基づき以下のとおり設定する。 

      

 

 

 

 

 
[2021年9月賃金実態調査結果]  

 ２０２１年度 ２０２０年度 ２０１９年度 ２０１８年度 

調査対象人員 ９，０７６人 ９，１８８人 ７，１３６人 ６，５９４人 

平均年齢 ３９．４歳 ３９．２歳 ３９．４歳 ３９．２歳 

平均勤続 １５．８年 １５．７年 １５．０年 １５．７年 

平均賃金 ２５０，５２５円 ２５０，４２６円 ２５１，０５８円 ２５６，６６９円 

 

（２）企業内最低賃金の取り組みの一層の強化 

①全労働者の処遇改善のために、企業内最低賃金協定の締結拡大と水準の引き上

げをはかることが必要である。このため、未締結組合は協定化の要求を行いす

べての組合で協定化をはかる。こうした取り組みの強化で法定最低賃金へ連動

させていく。 

②企業内最低賃金は、本部方針に基づき最低到達水準を時給1,150円以上を目標

に取り組む。また、産業に相応しい水準で協定し、その協定を特定（産業別）

最低賃金の水準引き上げに結びつけていく必要があることから、関連業種の各

組合においては現行の特定（産業別）最低賃金との相関関係に留意することと

する。 

 

（３）高卒初任給の参考目標値  

１７０，８００円（令和元年度島根県賃金構造基本統計による金額） 

令和元年度比プラス７，７００円 

産別方針をふまえ、各組合は初任給の決定に対して積極的に関与していく。 

 

（４）生活防衛の観点からの一時金水準の確保・向上 

一時金の水準は回復が伝えられているが、産業・単組別で見ればバラツキは大

きく、生活防衛の面からみて問題を抱えているところも多い。基本的には、生活

の基礎である月例賃金の維持・改善を最優先とした闘争を展開していく。 

    

２．長時間労働の是正など「働き方」を見直す取り組み 

毎月勤労統計調査の結果を見ると、2020 年の月あたり平均値における島根県の状

況は、①総実労働時間：全国平均１３５．１ｈに対し、１４５．０ｈ②所定内労働時

間：全国平均１２５．９ｈに対し１３４．７ｈ③所定外労働時間：全国平均９．２ｈ

に対し１０．３ｈと全国を上回る状況となっている。 

また、年次有給休暇の取得状況は、厚生労働省調査で 2020 年全国平均５６．６％

連合島根地域ミニマム賃金設定額（賃金実態に基づき設定） 

２５歳     【１６７，３００】円 

３０歳     【１７０，５００】円 

３５歳     【１７４，６００】円 

４０歳     【１９４，７００】円 
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の取得率(取得平均日数１０．１日)となり、1984 年調査開始から最も高い数値とな

っている。働き方改革関連法施行により、2019 年 4 月から年 5日の年休取得が義務

化された影響が大きいが、連合全体での取得率は７９．９％にとどまり完全取得に

は至っていない。  

全ての労働者の立場にたった「働き方」の見直しに基づいた各構成組織での取り

組みを基盤に、長時間労働の是正等に向けて【職場での運動】に加えて、世論喚起

等【社会への運動】に以下のとおり取り組む。  

  

（１）長時間労働の是正に向けた各労働組合の取り組みの地域への発信  

中小共闘センターで蓄積している各組合集計の時間外労働のデータを有効に

活用するとともに、春闘の賃上げ集計（報告）に併せて各組合の「時短」の取り

組みの詳細な把握に努め、好事例については各種媒体を通じて地域への発信を進

める。  

（２）「働き方改革」の推進に向けた世論喚起の取り組み 

2017 年 11 月 10 日に経済団体・教育機関・金融機関・行政・労働団体（連合島

根）の 13 団体で締結した「しまね働き方改革宣言」を職場・地域に広く周知を

図り、県内における長時間労働是正等の機運を高めるため、各構成組織・単組・

支部の職場への宣言文掲出の取り組みを進める。 

 

しまね働き方改革宣言（抜粋） 

 

宣言１ ほどよく休み、しっかり仕事、すっきり帰宅！ 

宣言２ 「仕事と生活の調和」を企業の魅力に！ 

宣言３ みんな元気に生涯現役！ 

宣言４ 誰もがいきいき活躍できる職場に！ 

宣言５ 職場に実情を語り合う場をつくろう！ 

 

 

（３）公正取引の実現および商取引慣行の見直し 

中小企業の賃上げ原資確保および長労働時間是正には取引の適正化の推進が

不可欠であり、「サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正分配」をテ

ーマに県内においても取り組みを進める。連合島根としては、経営団体（経営者

協会・中小企業家同友会）との意見交換、島根労働局および島根県への要請行動

を配置し、地域社会全体に訴えていく取り組みを進める。 

 

３．「すべての労働者の立場にたった働き方」の改善 

 日本は構造的に生産年齢人口が減少の一途をたどっており、コロナ禍から経済が

再生していく過程において「人材の確保・定着」と「人材育成」に向けた職場の基

盤整備が重要であることに変わりはない。 

 したがって、健康で働き続けられる労働時間と過労死ゼロの実現、「社会生活の

時間」の充実を含めたワーク・ライフ・バランス社会の実現、個々人の状況やニー

ズにあった働き方と処遇のあり方など職場の基盤整備に向けて総体的な検討と協

議を行う。 

 また、企業規模によって、法令の施行時期や適用猶予期間の有無、適用除外とな
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るか否かが異なるが、働き方も含めた取引の適正化の観点も踏まえ、取り組みの濃

淡や負担感の偏在が生じないよう、すべての構成組織・組合が同時に取り組むこと

とする。 

 

（１）長時間労働の是正 
１）豊かな生活時間とあるべき労働時間の確保 

 すべての働く者が「生きがい」「働きがい」を通じて豊かに働くことのできる社

会をめざし、豊かで社会的責任を果たしうる生活時間の確保と、「年間総実労働

時間 1800 時間」の実現に向けた労働時間短縮の取り組みによる安全で健康に働

くことができる職場の中で持てる能力を最大限に発揮できる労働時間の実現を

同時に追求していく。 

２）改正労働基準法に関する取り組み1 

 時間外労働の上限規制を含む改正労働基準法等の職場への定着を促進する観

点から、以下に取り組む。 

 取り組みにあたっては、過半数代表者および過半数労働組合に関する要件・選

出手続等の適正な運用に取り組む。 

①３６協定の締結・点検・見直し（限度時間を原則とした締結、休日労働の抑

制）および締結に際しての業務量の棚卸しや人員体制の見直し 

②すべての労働者を対象とした労働時間の客観的な把握と適正な管理の徹底 

③年次有給休暇の 100％取得に向けた計画的付与の導入等の労使協議の実施お 

よび事業場外みなしや裁量労働制の適正な運用に向けた取り組み(労使協

定・労使委員会、健康・福祉確保措置の実施状況、労働時間の状況の点検)の

徹底 

 

（２）すべての労働者の雇用安定に向けた取り組み 
 雇用の原則は「期間の定めのない直接雇用」であることを踏まえ、すべての労働

者の雇用の安定に向けて取り組む。 

 また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策等の影響が依然として継続して

いる産業・企業については、政府・地方自治体等の助成金・補助金などを最大限活

用し、雇用の維持・確保を優先して労使で協議を行う。 

 特に、産業や地域を問わず、有期・短時間・派遣労働者に加え、障がい者、新卒

内定者、外国人労働者などの雇用維持について、同様に労使で協議する。 

１）有期雇用労働者の雇用の安定に向け、労働契約法 18 条の無期転換ルールの

周知徹底や、無期転換回避目的や、新型コロナウイルス感染症の影響等を理由

とした安易な雇止めなどが生じていないかの確認、通算期間 5年経過前の無期

転換の促進などを進める。 

２）派遣労働者について、職場への受入れに関するルール（手続き、受入れ人数、

受入れ期間、期間制限到来時の対応など）の協約化・ルール化をはかるととも

に、直接雇用を積極的に受入れるよう事業主に働きかけを行う。 

 

 
1 改正労基法等（時間外労働の上限規制、年次有給休暇等）のポイントと労働組合の取り組み（2018 年 9 月 21 日第 14 回中央

執行委員会確認）参照 
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（３）職場における均等・均衡待遇実現に向けた取り組み2 
 同一労働同一賃金に関する法規定の職場への周知徹底をはかるとともに、職場の

有期・短時間・派遣労働者の労働組合への加入の有無を問わず、以下に取り組む。

無期転換労働者についても、法の趣旨にもとづき同様の取り組みを進める。 

１）有期・短時間労働者に関する取り組み 

①正規雇用労働者と有期・短時間で働く者の労働条件・待遇差の確認 

②（待遇差がある場合）賃金・一時金や各種手当等、個々の労働条件・待遇ご

とに、その目的・性質に照らして正規雇用労働者との待遇差が不合理となっ

ていないかを確認 

③（不合理な差がある場合）待遇差の是正 

④有期・短時間労働者の組合加入とその声を踏まえた労使協議の実施 

⑤有期・短時間労働者への待遇に関する説明の徹底 

２）派遣労働者に関する取り組み 

①派遣先労働組合の取り組み 

a)正規雇用労働者と派遣労働者の労働条件・待遇差を確認する 

b)派遣先均等・均衡待遇が可能な水準での派遣料金設定や派遣元への待遇情

報の提供など、事業主に対する必要な対応を求める 

c)食堂・休憩室・更衣室など福利厚生施設などについて派遣労働者に不利な

利用条件などが設定されている場合は、是正を求める 

②派遣元労働組合の取り組み 

a)待遇情報の共有や待遇決定方式に関する協議を行う 

b)待遇決定方式にかかわらず比較対象労働者との間に不合理な格差等があ

る場合には、是正を求める 

c)有期・短時間である派遣労働者については、上記１）の取り組みについて

確認（比較対象は派遣元の正規雇用労働者） 

d)派遣労働者の組合加入およびその声を踏まえた労使協議の実施 

e)派遣労働者への待遇に関する説明の徹底①正規雇用労働者と有期・短時間

で働く者の労働条件・待遇差の確認 

②（待遇差がある場合）賃金・一時金や各種手当等、個々の労働条件・待遇ご

とに、その目的・性質に照らして正規雇用労働者との待遇差が不合理となっ

ていないかを確認 

③（不合理な差がある場合）待遇差の是正 

④有期・短時間労働者の組合加入とその声を踏まえた労使協議の実施 

⑤有期・短時間労働者への待遇に関する説明の徹底 

 

（４）60歳以降の高齢期における雇用と処遇に関する取り組み3 
 働くことを希望する高齢期の労働者が、年齢にかかわりなく安定的に働ける社会

の構築に向けて環境を整備していく必要がある。とりわけ、加齢に伴う健康問題や

安全衛生に加え、介護など社会的問題への配慮を行いつつ、高齢期の労働者がやり

がいをもって働けることが求められている。したがって、以下の取り組みを進めて

いく。 

 
2 同一労働同一賃金の法整備を踏まえた労働組合の取り組み（【パート・有期編】2018 年 12 月 20 日第 17 回中央執行委員会確

認、【労働者派遣編】2019 年 4 月 18 日第 21 回中央執行委員会確認）参照 
3 60 歳以降の高齢期における雇用と処遇に関する取り組み方針（2020 年 11 月 19 日第 14 回中央執行委員会確認）参照 
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１）基本的な考え方 

①60歳～65歳までの雇用確保のあり方 

・65歳までの雇用確保は、希望者全員が安定雇用で働き続けることができ、雇

用と年金の接続を確実に行う観点から、定年引上げを基軸に取り組む。 

・なお、継続雇用制度の場合であっても、実質的に定年引上げと同様の効果が

得られるよう、65歳までの雇用が確実に継続する制度となるよう取り組む。

あわせて、将来的な 65歳への定年年齢の引上げに向けた検討を行う。 

②65歳以降の雇用（就労）確保のあり方 

・65歳以降の就労希望者に対する雇用・就労機会の提供については、原則とし

て、希望者全員が「雇用されて就労」できるように取り組む。 

・高齢期においては、労働者の体力・健康状態その他の本人を取り巻く環境が

より多様となるため、個々の労働者の意思が反映されるよう、働き方の選択

肢を整備する。 

③高齢期における処遇のあり方 

・年齢にかかわりなく高いモチベーションをもって働くことができるよう、働

きの価値にふさわしい処遇の確立とともに、労働者の安全と健康の確保をは

かる。 

２）改正高年齢者雇用安定法の取り組み（70歳まで雇用の努力義務）4 

①同一労働同一賃金の法規定対応の確実な実施（通常の労働者と定年後継続雇

用労働者をはじめとする 60歳以降の短時間（パート）・有期雇用で働く労働

者との間の不合理な待遇差の是正） 

②働く高齢者のニーズへの対応のため、労働時間をはじめとする勤務条件の緩

和や健康管理の充実などの推進 

③高齢化に伴い増加がみられる転倒や腰痛災害等に対する配慮と職場環境改

善 

④労働災害防止の観点から、高齢者に限定せず広く労働者の身体機能等の向上

に向けた「健康づくり」の推進 

 

（５）テレワーク導入にあたっての労働組合の取り組み5 
 テレワークの導入あるいは制度改定にあたっては、次の考え方をもとに取り組み

を行う。 

 なお、テレワークに適さない業種や職種に従事する労働者については、感染リス

クを回避した環境整備、労働時間管理、健康確保措置など、啓発や適切な措置を講

じるものとする。 

１）テレワークは、重要な労働条件である「勤務場所の変更」にあたるため、「テ

レワーク導入に向けた労働組合の取り組み方針」の「具体的な取り組みのポイ

ント」を参考に実施の目的、対象者、実施の手続き、労働諸条件の変更事項な

どについて労使協議を行い、労使協定を締結した上で就業規則に規定する。そ

の際、情報セキュリティ対策や費用負担のルールなどについても規定する。な

お、テレワークの導入・実施にあたっては、法律上禁止された差別等にあたる

取り扱いをしてはならないことにも留意する。 

２）テレワークに対しても労働基準関係法令が適用されるため、長時間労働の未

 
4 改正高年齢者雇用安定法を踏まえた労働組合の取り組みについて（2020 年 9 月 17 日第 12 回中央執行委員会確認）参照 

5 テレワーク導入に向けた労働組合の取り組み方針（2020 年 9 月 17 日第 12 回中央執行委員会確認）参照 
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然防止策と作業環境管理や健康管理を適切に行うための方策をあらかじめ労

使で検討する。 

３）テレワークを推進し、通勤時の公共交通機関の混雑等を緩和することは、テ

レワークが難しい業種・業態で働く方々の感染リスク低減につながることにつ

いても留意する。 

４）テレワークの運用にあたっては、定期的な社内モニタリング調査や国のガイ

ドラインの見直しなども踏まえ、適宜・適切に労使協議で必要な改善を行う。 

 

（６）人材育成と教育訓練の充実 
 教育訓練は、労働者の技術等の向上はもちろん、企業の発展にもつながる大切な

取り組みであり、労使が話し合いの上で推進すべきものである。特に、短時間・有

期等の雇用形態で働く労働者の雇用安定に向けては、能力開発など人材育成の充実

が欠かせない。付加価値創造の源泉である「働くことの価値」を高めていくために

も、職場での働き方など、様々な状況を踏まえながら、人材育成方針の明確化や教

育訓練機会の確保に向けた環境整備など、広く「人への投資」につながる取り組み

を求めていく。 

 

（７）中小企業、有期・短時間・派遣等で働く労働者の退職給付制度の整備 
１）企業年金のない事業所においては、企業年金制度の整備を事業主に求める。

その際、企業年金制度は退職給付制度であり、賃金の後払いとしての性格を有

することから、確実に給付が受けられる制度を基本とする。 

２）「同一労働同一賃金ガイドライン」の趣旨を踏まえ、有期・短時間・派遣等で

働く労働者に企業年金が支給されるよう、退職金規程の整備をはかる。 

 

（８）障がい者雇用に関する取り組み6 
 障害者雇用率制度のあり方や、障害者雇用における環境整備などを含む「障害者

雇用の促進に向けた連合の考え方について」7にもとづき、以下に取り組む。 

１）障害者雇用促進法にもとづく法定雇用率が、2021年 3月から 2.3％（国・地

方自治体 2.6％、教育委員会 2.5％）に引き上げられたことを踏まえ、障がい

者が安心して働くことができるように、障害者雇用率の達成とともに、職場に

おける障がい者の個別性に配慮した雇用環境の整備に取り組む。 

２）事業主の責務である「障がい者であることを理由とした不当な差別的取扱い

の禁止」、「合理的配慮の提供義務」、「相談体制の整備・苦情処理および紛争解

決の援助」について、労働協約・就業規則のチェックや見直しに取り組む。 

 

（９）短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に関する取り組み 
１）社会保険が適用されるべき労働者が全員適用されているか点検・確認する。 

２）事業者が適用拡大を回避するために短時間労働者の労働条件の不利益変更を

行わないよう取り組む。また社会保険の適用を一層促進するよう労働条件の改

善を要求する。 

 

 
6 「改正障害者雇用促進法」に関する連合の取り組みについて（2015 年 8 月 27 日第 23 回中央執行委員会確認）参照 

7 障害者雇用の促進に向けた連合の考え方について（2021 年 6 月 17 日第 21 回中央執行委員会確認） 
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（10）治療と仕事の両立の推進に関する取り組み8 

 疾病などを抱える労働者は、治療などのための柔軟な勤務制度の整備や通院目的

の休暇に加え、疾病の重症化予防の取り組みなどを必要としているため、以下に取

り組む。 

１）長期にわたる治療が必要な疾病などを抱える労働者からの申出があった場合

に円滑な対応ができるよう、休暇・休業制度などについて、労働協約・就業規

則など諸規程の整備を進める。 

２）疾病などを抱える労働者のプライバシーに配慮しつつ、当該事業場の上司や

同僚に対し、治療と仕事の両立支援についての理解を促進するための周知等を

徹底する。 

 

４．ジェンダー平等・多様性の推進 

 多様性が尊重される社会の実現に向けて、性別をはじめ年齢、国籍、障がいの有

無、就労形態など、様々な違いを持った人々がお互いを認め合い、やりがいをもっ

て、ともに働き続けられる職場を実現するため、格差を是正するとともに、あらゆ

るハラスメント対策や差別禁止に取り組む。また、ジェンダー・バイアス（無意識

を含む性差別的な偏見）や固定的性別役割分担意識を払拭し、仕事と生活の調和を

はかるため、すべての労働者が両立支援制度を利用できる環境整備に向けて、連合

のガイドライン9 や考え方・方針10を活用するなどして取り組みを進める。 

（１）改正女性活躍推進法および男女雇用機会均等法の周知徹底と点検活動 

改正女性活躍推進法および男女雇用機会均等法について、連合のガイドラインに

もとづき、周知徹底とあわせて、法違反がないかなどの点検活動を行う。また、労

使交渉・協議では、可能な限り実証的なデータにもとづく根拠を示し、以下の項目

について改善を求める。 

１）女性の昇進・昇格の遅れ、仕事の配置や配分が男女で異なることなど、男女

間格差の実態について点検を行い、積極的な差別是正措置（ポジティブ・アク

ション）により改善をはかる。 

２）合理的な理由のない転居を伴う転勤がないか点検し、是正をはかる。 

３）妊娠・出産などを理由とする不利益取り扱いの有無について検証し、是正を

はかる。 

４）改正女性活躍推進法にもとづく事業主行動計画策定に労使で取り組む。その

際、職場の状況を十分に把握・分析した上で、必要な目標や取り組み内容を設

定する。 

５）事業主行動計画が着実に進展しているか、労働組合として Plan(計画)・Do（実

行）・Check（評価）・Action （改善）に積極的に関与する。 

６）2022 年 4 月 1 日から、事業主行動計画策定や情報公表義務が従業員 101 人以

上の事業主まで拡大されることを踏まえ、企業規模にかかわらず、すべての職

 
8 治療と職業生活の両立支援に向けた取り組み指針（2016 年 11 月 10 日第 14 回中央執行委員会確認）参照 

9  女性活躍推進法に基づく「事業主行動計画」策定等についての取り組みガイドライン（@RENGO／2015 年 12 月 25 日）、改正

女性活躍推進法にもとづく「事業主行動計画」策定についての取り組みガイドライン（@RENGO／2019 年 12 月 26 日）、性的指

向及び性自認に関する差別禁止に向けた取り組みガイドライン（2016 年 3 月 3 日第 6 回中央執行委員会 @RENGO／2017 年 11

月 17日） 
10 女性活躍推進法ならびに男女雇用機会均等法改正に対する連合の考え方（2018 年 9 月 21 日第 14 回中央執行委員会）、改正

女性活躍推進法に関する連合の取り組みについて（2019 年 12 月 19 日第 3 回中央執行委員会）、「仕事の世界における暴力と

ハラスメント』対策に関する連合の考え方（2018 年 9 月 21 日第 14 回中央執行委員会）、女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律等の一部を改正する法律にもとづく省令・指針の策定に向けた連合の考え方と対応（2019 年 9 月 26 日第 27

回中央執行委員会）、改正育児・介護休業法等に関する連合の取り組みについて（2016 年 8 月 25 日第 11 回中央執行委員会） 
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場で「事業主行動計画」が策定されるよう事業主に働きかけを行う。 

７）事業主行動計画の内容の周知徹底はもとより、改正女性活躍推進法や関連す

る法律に関する学習会等を開催する。 

 

（２）あらゆるハラスメント対策と差別禁止の取り組み 
職場のハラスメントの現状を把握するとともに、カスタマー・ハラスメントや就

活生などに対するハラスメントを含むあらゆるハラスメント対策や差別禁止の取

り組みを進める。 

１）ハラスメント対策関連法（改正労働施策総合推進法等）で定めるパワー・ハ

ラスメントの措置義務が 2022年 4月 1日より中小企業も対象となることから、

連合のガイドライン11にもとづき、労働組合としてのチェック機能を強化する

とともに、職場実態を把握した上で、事業主が雇用管理上講ずべき措置（防止

措置）や配慮（望ましい取り組み）について労使協議を行う。 

２）同性間セクシュアル・ハラスメント、ジェンダー・ハラスメントも含めたセ

クシュアル・ハラスメントの防止措置の実効性が担保されているか検証する。 

３）マタニティ・ハラスメントやパタニティ・ハラスメント、ケア（育児・介護）・

ハラスメントの防止措置の実効性が担保されているか検証する。 

４）パワー・ハラスメントを含めて、あらゆるハラスメントを一元的に防止する

取り組みを事業主に働きかける。 

５）性的指向・性自認に関するハラスメントや差別の禁止、望まぬ暴露であるい

わゆるアウティングの防止やプライバシー保護に取り組むとともに、連合のガ

イドラインを活用して就業環境の改善等を進める。 

６）ドメスティック・バイオレンスをはじめとする性暴力による被害者を対象と

した、相談支援機関との連携強化を含めた職場の相談体制の整備や休暇制度の

創設等、職場における支援のための環境整備を進める。 

 

（３）育児や介護と仕事の両立に向けた環境整備 
連合の方針等にもとづき、以下の課題に取り組む。 

１）2022 年 4 月 1日施行の改正育児・介護休業法で定める事業主が雇用管理上講

ずべき措置（雇用環境の整備、個別周知、意向確認）について、導入に向けた

労使協議を行う。 

２）育児や介護に関する制度を点検するとともに、両立支援策の拡充の観点から、

法を上回る内容を労働協約に盛り込む。 

３）有期契約労働者が制度を取得する場合の要件については、改正法に定められ

た「事業主に引き続き雇用された期間が 1年以上である者」の撤廃はもちろん、

法で残っている「子が 1歳 6カ月に達する日までに労働契約が満了することが

明らかでないこと」についても撤廃をはかる。 

４）育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、短時間勤務、所定外労働の

免除の申し出や取得により、解雇あるいは昇進・昇格の人事考課等において不

利益取り扱いが行われないよう徹底する。 

５）妊産婦保護制度や母性健康管理措置について周知されているか点検し、妊娠・

出産および制度利用による不利益取り扱いの禁止を徹底する。 

６）女性の就業継続率の向上や男女のワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、

 
11 ハラスメント対策関連法を職場で活かし、あらゆるハラスメントを根絶するための連合の取り組みについて（ガイドライン

含む）（2020 年 1 月 23 日第 4 回中央執行委員会 @RENGO／2020 年 1 月 24 日） 
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2022 年 10 月 1 日施行の出生時育児休業（産後パパ育休）の整備など男性の育

児休業取得促進に取り組む。 

７）両立支援制度や介護保険制度に関する情報提供など、仕事と介護の両立を支

援するための相談窓口を設置するよう求める。 

８）不妊治療と仕事の両立のため、取得理由に不妊治療を含めた休暇等（多目的

休暇または積立休暇等を含む）の整備に取り組み、2022 年 4 月 1 日施行の「く

るみん」等に新たに加わる認定制度の取得をめざす。 

９）事業所内保育施設（認可施設）の設置、継続に取り組み、新設が難しい場合

は、認可保育所と同等の質が確保された企業主導型保育施設の設置を求める。 

 

（４）次世代育成支援対策推進法にもとづく取り組みの推進 
１）ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた労働組合としての方針を明確にし

た上で、労使協議を通じて、計画期間、目標、実施方法・体制などを確認し、

作成した行動計画の実現をはかることで「トライくるみん」（2022 年 4 月 1 日

施行）・「くるみん」・「プラチナくるみん」の取得をめざす。 

２）「くるみん」・「プラチナくるみん」を取得した職場において、その後の取り組

みが後退していないか労使で確認し、計画内容の実効性の維持・向上をはかる。 

 

５．運動の両輪としての「政策・制度実現の取り組み」 

 「2021 年度重点政策」の実現を春季生活闘争の労働諸条件改善の取り組みととも

に運動の両輪として引き続き推し進める。「働くことを軸とする安心社会－まもる・

つなぐ・創り出す－」の実現に向けた政策課題やコロナ禍への対応などについて、

政府・政党・各議員への働きかけ、審議会対応、「連合アクション」などを通じた世

論喚起など、連合本部・構成組織・地方連合会が一体となって幅広い運動を展開す

る。 

１）企業間における公正・適正な取引関係の確立に向けた取り組み 

２）税による所得再分配機能の強化に向けた取り組み 

３）すべての人が安心して働き暮らせるよう、社会保障制度の充実・確保に向け

た取り組み（年金、医療・介護、子ども・子育て支援など） 

４）すべての労働者の雇用安定に向けた取り組み 

５）あらゆるハラスメント対策と差別禁止の取り組み 

６）教育の機会均等実現に向けた教育の無償化・奨学金の拡充に向けた取り組み 

 

ⅡⅡ．．22002222 春春季季生生活活闘闘争争ににおおけけるる取取りり組組みみ経経過過  

◇◇連連合合本本部部 

１．闘争体制の確立と交渉の経過 

 「未来をつくる。みんなでつくる」をスローガンに掲げ、「労働組合が前に出て、・・・

社会・経済の構造的な問題解決をはかる『けん引役』を果たす」とした 2022 春季

生活闘争方針を決定した。策定に先立って、連合リビングウェイジを 4年ぶりに改

定し、単身成人の時間額が 58 円増となったのを受けて、〈賃金要求指標パッケージ〉

の「目標水準」「最低到達水準」等を見直した。第 86 回中央委員会（2021 年 12 月

2 日）による 2022 春季生活闘争方針確認により闘争体制を確立した後、中央闘争委

員会および 5つの部門別共闘連絡会議、労働条件・中小労働委員会／担当者会議に

おいて交渉状況等を共有しつつ闘争を進めた。コロナ禍により依然産業状況に違い

はあるが、各組合は「『人への投資』と月例賃金の改善にこだわった交渉を粘り強く
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進め、最大限の回答を引き出し、賃上げの社会的広がりを拡大していく」ことを確

認し、交渉に臨んだ。 

 コロナ禍に加え、交渉期間中にエネルギー価格高騰、半導体不足などサプライチ

ェーンの混乱、ロシアによるウクライナ侵攻など様々な事態が出来したが、組合が

職場の現状を踏まえて提出した要求に対し、経営側も企業の中長期的な発展を見据

え「人への投資」の観点から真摯に協議に応じた。 

 

２．中小組合支援の取り組み 

 闘争方針において、労働組合自らが賃金実態を把握する必要があることを強調し

た。把握の実態は 2022 年度「労働条件等の点検に関する調査（全単組調査）」等で

確認していく。 

 取引の適正化実現をめざし、全国中小企業団体中央会（3 月 18 日）、中小企業家

同友会全国協議会（4月 13 日）等、中小企業団体との意見交換を行うとともに、中

小企業庁（2021 年 11 月 17 日・2022 年 4 月 22 日）および公正取引委員会（4月 12

日）に対して要請を実施した。 

 また中小企業が賃上げをできる環境を整えるため、政府の「未来を拓くパートナ

ーシップ構築推進会議」に参画し、「パートナーシップ構築宣言」の取り組みを推進

した。これに加え政府は、「価格交渉促進月間」の新設（3月・9月）、「パートナー

シップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」とりまとめ（2021 年 12

月 27 日）および下請代金法上の『買いたたき』の解釈の明確化、下請けＧメンの

倍増（2022 年度から）など、取引の適正化に関する施策を前進させた。 

 

３．政策・制度実現の取り組み 

 第 208 通常国会（1月 17 日召集）では、最重点法案とした「2022 年度予算」「税

制改革関連法」「雇用保険法等改正」、ならびに「経済安全保障推進法」「子ども家庭

庁設置法」など計 10 本の法案について、政府・政党への働きかけや衆参通じた連

合フォーラム議員との連携による法案審議対応などの取り組みを実施してきた。 

 特に「雇用保険法等改正」では、「失業等給付の国庫負担割合を 1/4 に戻す措置

も含めた検討」や「新たな国庫繰入制度の運用に関する考え方の規定化の検討」を

含む重要な附帯決議につながった。 

 2022 年度重点政策については、第 7 回中央執行委員会（4 月 14 日）確認以降、

骨太方針や 2023 年度概算要求への反映を目途に、すみやかに政府・政党・各省庁

への要請を実施した。 

 第 208 通常国会および 2022 年度重点政策実現の取り組み結果や課題などは後日

整理して報告する。 

 

４．社会対話の促進および闘争行動 

 経団連（1 月 26 日）、全国中小企業団体中央会（3 月 18 日）、中小企業家同友会

全国協議会（4月 13 日）との意見交換の機会をとらえ、春季生活闘争に臨む連合の

考え方を主張するとともに取引適正化の必要性について共有した。 

 構成組織・組合の要求策定・交渉を支援するため、賃金相場波及につながる各種

情報を適宜公表した。回答集計結果公表の記者会見を共闘連絡会議と合同で開催す

るなど、部門ごとの交渉環境の醸成と社会的波及の強化に努めた。 

 要求提出が開始された 2月以降、闘争開始宣言 2.3 中央総決起集会、2022 春季生

活闘争 政策制度 要求実現 3.7 中央集会、4.5 中小組合支援共闘推進集会を開催し
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て機運を高めた。また「2022 連合アクション」の活動と連携し、「未来づくり春闘」

をテーマとした「05（れんごう）の日」実施、街宣原稿・音源データ提供、芳野会

長のＡＲ動画作成および要求・回答集計結果のＳＮＳ等発信などで、社会に向けた

周知を行った。 

 

５．具体的な要求項目にかかわる回答結果（第 7回（最終）回答集計：7 月１日時点） 

（１）要求・妥結状況 

月例賃金改善（定昇維持含む）を要求した5,361組合中5,071組合が妥結済み

（94.5％）。うち賃金改善分獲得が明らかな組合は2,021組合（39.9％）で、組合数

は2018闘争（2,010組合）を超え、割合は2014闘争（40.4％）に次いで高い。 

 

（２）賃上げ 

①平均賃金方式 

平均賃金方式で要求・交渉を

行った組合のうち 4,944 組合

（昨年同時期比 172 組合増）が

回答を引き出し、その加重平均

は 6,004 円・2.07％（同 824 円

増・0.29 ポイント増）となった。 

賃上げ分が明確に分かる

2,213組合（同 715 組合増）の賃

上げ分の加重平均は 1,864 円・

0.63％となった（同 262 円増・

0.08 ポイント増）。300 人未満の

中小組合で賃上げ分が明確に分かる 1,376 組合の賃上げ分は 1,772 円・0.72％

（同 390 円増・0.15 ポイント増）となり、率では全体を上回った。 

また、下図のとおり回答額は昨年より高い傾向にある。 

 

②個別賃金方式 

個別賃金方式で要求・交渉を行った組合のうち、Ａ方式1235歳の引き上げ額・

率は、2,090 円・0.75％（同 893円増・0.31ポイント増）、同 30 歳は 1,536円・

 
12 Ａ方式：特定した労働者（たとえば勤続 17 年・年齢 35 歳生産技能職、勤続 12 年・年齢 30 歳事務技術職）の前年度の水準

に対して、新年度該当する労働者の賃金をいくら引き上げるか交渉する方式。この部分を連合は「純ベア」と定義した。 
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0.62％（同 857 円増・0.34 ポイント増）、Ｂ方式13は 35歳が 6,551円・2.47％（同

1,268円減・0.40 ポイント減）、同 30歳が 8,836円・3.79％（同 1,058円増・0.38

ポイント増）、Ｃ方式14では、35歳の引き上げ後水準が 290,341円となっている。 

 

③有期・短時間・契約等労働者の賃上げ 

有期・短時間・契約等労働者の賃上

げ額は、時給では加重平均 23.43 円

（同 3.52 円増）、単純平均 21.37 円

（同 4.99 円増）となった。平均時給

は、加重平均 1,047.00 円、単純平均

で 1,057.31 円となった。 

月給の賃上げ額は、加重平均 3,997

円・1.85％（同 330 円増・0.13 ポイ

ント増）、単純平均 3,728 円・1.75％

（同 248 円増・0.11 ポイント増）と

なっており、いずれも昨年同時期を上回った。 

参考値ではあるが、時給・月給の賃上げ率（加重平均）はそれぞれ 2.29％・

1.85％となり、時給は一般組合員（平均賃金方式）を上回っている。 

 

④企業内最低賃金 

企業内最低賃金協定の要求・交渉を行った組合は、のべ 2,270組合（闘争前協

定あり 2,123 組合・なし 147 組合）となった。このうち、闘争前に協約があり、

基幹的労働者の定義を定めている組合の基幹的労働者の企業内最低賃金は、平均

で月額 166,004 円／時間額 1,029 円、基幹的労働者の定義を定めていない場合

は、平均で月額 167,250円／時間額 974円となった。引き続き把握に努めていく。 

 

⑤初任給 

初任給の要求・交渉を行った組合のうち、高卒／生産技能職の改定額・率は

2,300円・1.38％（同 833 円増・0.49ポイント増）、高卒／事務技術職の改定額・

率は 2,219 円・1.30％（同 626 円増・0.35 ポイント増）、大卒／事務技術職の改

定額・率は 2,713 円・1.31％（同 1,115円増・0.53ポイント増）となった。 

 

⑥夏季一時金 

フルタイム組合員の組合員数加重平均は、年間月数で 4.87月（同 0.25月増）、

年間金額で 1,560,045 円（同 39,921円減）となった。 

今次闘争から短時間労働者および契約社員の一時金を集計している。いずれも

組合員数による加重平均で、短時間労働は年間月数 0.82月・年間金額 73,748円、

契約社員は年間月数 2.16 月・年間金額 359,278円となった。 

  

 
13 Ｂ方式：特定する労働者（たとえば新年度勤続 17 年・年齢 35 歳生産技能職）の前年度の賃金に対し、新年度（勤続と年齢

がそれぞれ１年増加）いくら引き上げるかを交渉する方式。 
14 Ｃ方式：個別銘柄で、引上げ後の水準をいくらにするかを要求する方式 
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（３）「すべての労働者の立場にたった働き方」の改善 

①長時間労働の是正 

「長時間労働の是正」に関する要求はのべ 6,880 件、回答はのべ 2,667 件とな

った。「３６協定の点検や見直し」「年次有給休暇の取得促進に向けた取り組み」

「インターバル制度の導入、および導入済制度の向上に向けた取り組み」などを

中心に回答が引き出され、のべ件数は昨年を上回った。 
（単位：件数） 

要求事項 
2022.7.15 公表 2021.7.5 公表 

要求・取組 回答・妥結 要求・取組 回答・妥結 
３６協定の点検や見直し 1,359 787 1,364 714 

年次有給休暇の取得促進に向けた取

り組み 
1,479 672 1,580 697 

インターバル制度の導入、および導

入済制度の向上に向けた取り組み 
668 178 366 119 

 

②すべての労働者の雇用安定に向けた取り組み 

「すべての労働者の雇用安定に向けた取り組み」に関する要求はのべ 928 件、

回答はのべ 515 件となり、「正社員への転換ルールの整備と運用状況点検」など

の取り組みが進んでいる。 
（単位：件数） 

要求事項 
2022.7.15 公表 2021.7.5 公表 

要求・取組 回答・妥結 要求・取組 回答・妥結 
正社員への転換ルールの整備と運用

状況点検 
589 195 637 230 

無期労働契約への転換促進および無

期転換ルール回避目的の雇い止め防

止と当該労働者への周知徹底 

657 361 733 381 

 

③職場における均等・均衡待遇実現に向けた取り組み 

「同一労働同一賃金の実現に向けた労働条件の点検もしくは改善」に関する要

求はのべ 2,000 件、回答はのべ 706 件となった。2021 年 4 月から中小企業にも同

一労働同一賃金が適用されており、賃金制度の整備や一時金・福利厚生などにつ

いて前進がみられる。 
（単位：件数） 

要求事項 
2022.7.15 公表 2021.7.5 公表 

要求・取組 回答・妥結 要求・取組 回答・妥結 
基本給など賃金の決定基準等に対す

るルールの整備 
414 175 338 131 

一時金支給の取り組み 691 254 612 233 

福利厚生全般及び安全管理に関する

取り組み 
366 154 411 154 

社会保険の加入状況の確認・徹底と

加入希望者への対応 
254 27 173 24 

 

④60 歳以降の高齢期における雇用と処遇に関する取り組み 

60 歳以降の高齢期における雇用と処遇について、要求はのべ 1,744 件、回答は

のべ 560 件となった。「65 歳までの雇用確保に向けた定年引き上げ」に多くが取
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り組むとともに、「60 歳以降の処遇のあり方への対応」は昨年を上回る要求・回

答件数となっている。 
（単位：件数） 

要求事項 
2022.7.15 公表 2021.7.5 公表 

要求・取組 回答・妥結 要求・取組 回答・妥結 
60 歳以降の処遇のあり方への対応 494 152 251 100 

65 歳までの雇用確保に向けた定年引

き上げ 
767 65 832 158 

65 歳から 70 歳までの就業機会確保 229 94 255 98 

 

⑤テレワークの導入、および導入済み制度の見直しの取り組み 

要求した 383 件のうち、202 件で回答が引き出された。テレワークの導入や導

入に向けた環境整備の取り組みが進んでいる。 
（単位：件数） 

要求事項 
2022.7.15 公表 2021.7.5 公表 

要求・取組 回答・妥結 要求・取組 回答・妥結 
テレワークの導入、および導入済み

制度の見直しの取り組み 
383 202 494 270 

 

⑥ジェンダー平等・多様性の推進 

「ジェンダー平等・多様性の推進」に関する要求はのべ 3,801 件、回答はのべ

2,174 件となった。「男女間賃金格差の実態と要因把握・点検、改善へ向けた取り

組み」「男女間格差の状況についての点検やポジティブ・アクションによる改善

の取り組み」に多くの組合が取り組んでいる。また、2022 年 4 月から育児・介護

休業法の改正が段階的に施行されることを受け、「男性の育児休業取得促進に向

けた取り組み」は昨年を大きく上回る要求・回答件数となっている。 
（単位：件数） 

要求事項 
2022.7.15 公表 2021.7.5 公表 

要求・取組 回答・妥結 要求・取組 回答・妥結 
男女間賃金格差の実態と要因把握・点

検、改善へ向けた取り組み 
355 128 323 97 

男女間格差の状況についての点検や

ポジティブ・アクションによる改善の

取り組み 

449 210 461 239 

改正女性活躍推進法にもとづく事業

主行動計画策定に向けた取り組みや

着実な進展を確認する取り組み 

424 325 387 296 

男性の育児休業取得促進に向けた取

り組み 
217 119 110 35 
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◇◇連連合合島島根根  

2022 春闘の賃上げ状況は、加重平均で、要求組合数 85 組合、要求額 6,886 円と要

求は昨年を 675 円上回った。加重平均による妥結状況は、妥結組合数 67 組合、妥結

額は 4,759 円であり昨年を 757 円上回った。 

 

１．連合島根の要求と妥結状況表 

○加重平均(組合員一人あたりの賃上げ額) 

 
全体 
組合数 

要 求 妥 結 

組合数 金額 率 組合数 金額 率 

22002222  112266  8855  66,,888866  22..6655  6677  44,,775599  11..7700  

2021 126 80 6,211 2.16 76 4,002 1.67 

前年対比  - △5  △675  △0.49  ▲11  △757  △0.03  

○単純平均(一組合あたりの賃上げ額) 

 
全体 
組合数 

要 求 妥 結 

組合数 金額 率 組合数 金額 率 

22002222  112266  8855  66,,663355  22..2200  6677  44,,334422  11..4499  

2021 126 80 5,668 1.79 76 3,322 1.35 

前年対比  - △5  △967  △0.41  ▲11  △1,020  △0.14  

 

２．地場組合における要求と妥結状況表 

○加重平均(組合員一人あたりの賃上げ額) 

組合数 
要 求 妥 結 昨年実績 

組合数 金額 率 組合数 金額 率 金額 率 

84 55 7,075 2.43 39 5,581 1.78 4,053 1.64 

○単純平均(一組合あたりの賃上げ額) 

組合数 
要 求 妥 結 昨年実績 

組合数 金額 率 組合数 金額 率 金額 率 

84 55 6,826 2.25 39 4,672 1.46 3,047 1.16 

 

ⅢⅢ．．22002222 春春季季生生活活闘闘争争にに対対すするる受受けけ止止めめ  

◇◇連連合合本本部部  

１．全体的な受け止め 

〇 産業による違いはあるものの、2,021 組合・39.9％が賃上げを獲得し、割合では

2014 闘争に次いで高い数字となったことは評価できる。コロナ禍の影響に加え、ロ

シアのウクライナ侵攻や燃料・資材価格の高騰等があった中での労使交渉となった

が、中長期的視点を持って「人への投資」と月例賃金にこだわり、「働きの価値に見

合った賃金水準」を意識して粘り強く交渉した結果であり、労働組合が社会を動か

していく「けん引役」として一定の役割を果たすことができたと受け止める。 

〇 今次闘争では、「未来づくり春闘」を掲げ、経済の後追いではなく経済・社会の活

力の原動力となる「人への投資」を積極的に求めた。これに対し、経団連は「経営

労働政策特別委員会報告」の中で一定の理解を示し、個別の交渉においても足下お

よび将来の人材の確保・定着が焦点になるなど、問題意識を共有し認識が深まった

労使も少なくないと見られる。20 年以上にわたるデフレ経済から脱却し「働くこと

を軸とする安心社会」の実現に向けた足掛かりをつくるとともに、集団的労使関係

の深化・拡大につながる春季生活闘争となった。 
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〇 状況が厳しい産業では全体として厳しい回答となっているが、デフレ経済下で傷

んだ労働条件の回復をはかり「人への投資」の必要性などについて労使の認識を深

めることができた組合もある。今次闘争を一つのステップとして、中期的に賃金引

上げをめざす必要がある。 

 

２．格差是正は進んだか 

〇 中小組合の賃上げについて、賃上げ分を分離した集計を開始した 2015 闘争以降

で額・率ともに最も高くなったこと、定昇込みの金額の分布でみても上方にシフト

していることなど、全体として健闘したといえる。今後、労働組合の賃金調査や公

的統計などで賃上げ後の個別賃金水準を把握し、規模間格差の是正について検証す

る必要がある。 

〇 有期・短時間・契約等労働者の賃上げは一般組合員を上回り、格差是正に向けて

一歩前進した。「働きの価値に見合った賃金水準」をめざし、引き続き取り組む必要

がある。 

〇 改正女性活躍推進法にもとづく指針を踏まえ、各組合で男女別の賃金実態の把握

と分析に取り組んだ。取り組み状況を踏まえ、次年度の取り組みを検討する必要が

ある。 

 

３．実質賃金の反転はできたか 

〇 毎月勤労統計調査の 2021 年度分結果確報によれば、所定内賃金は前年度比 0.4％

増（うち一般労働者 0.5％増、パートタイム労働者 0.9％増）、現金給与総額も同

0.7％増であった。一方、2021 年度の消費者物価指数は前年度比 0.1％の上昇（総

合指数）であったが、2021 年 5 月以降はほぼ一貫して上昇を続け、2022 年に入っ

てからはその上昇幅が拡大している。そのため物価を加味した実質では、所定内賃

金は2月分から、現金給与総額では4月分から、前年度比マイナスで推移している。

継続的な賃上げにより、「実質賃金の長期低下傾向を反転させる」ことをめざした

方針の実現をはかる必要がある。 

 

４．働き方の改善は進んだか 

〇 働き方の改善についても、産業・企業の特性を踏まえた要求と交渉が展開された。

長時間労働の是正や労働時間の短縮、有期・短時間・契約等労働者の雇用安定と処

遇改善、60 歳以降の雇用確保と処遇改善、男性の育児休業取得促進など、これまで

以上に様々な取り組みが行われ、一定の前進がはかられた。引き続き、「すべての労

働者の立場にたった働き方」の改善に取り組む必要がある。 

  

◇◇連連合合島島根根  

１．要求と交渉について 

〇 連合本部・連合島根や各構成組織の要求方針に則り、県内での要求水準の決定を

図った。前年度に引き続き大手準拠や追従の流れからの離別を強く意識し、すべて

の組合は月例賃金にこだわった闘いを推進した。各構成組織の要求書提出について

は、昨年はコロナ禍で要求組合が減少し要求のスピードも鈍化することとなったが、

今次春闘においては、例年並みの要求スピードに回復した。 

〇 働き方改革においては、「すべての労働者の立場にたった働き方」の改善をそれ

ぞれの職場環境に照らした真の働き方の見直しや生産性向上についての議論が深

まったものと推察する。 
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〇 要求水準は、2021 春闘を上回る結果となり、コロナ禍の影響は大きいものの経営

が見通せる中であること、経済の後追いではなく、経済・社会の活力の原動力とな

る「人への投資」を積極的に求める「未来づくり春闘」が展開されたものと考える。 

 

２．妥結結果について 

〇 妥結状況については、当初は例年並みのスピード感はなかったが、中盤から終盤

にかけて昨年を上回る妥結スピードで推移し、連合として春闘速報を通じた情報公

開に努めてきた。 

〇 妥結水準は、要求水準と同じく加重平均・単純平均・地場組合ともに 2021 春闘

を上回る結果となり、近年にはない高い妥結額であることに加え、ほぼすべての業

種において前年を上回る結果となった。コロナ禍にあるものの、今後の新規学卒者

の雇用に向けた初任給の改定、加えて賃金テーブルないしは、従業員全体の賃金バ

ランスを考慮した賃金改善に積極的に取り組んだものと考える。また、昨年までの

コロナ禍による経営不安からの賃上げを控えてきた環境から一転し、影響の少ない

企業では積極的な賃上げが行われたものと考える。 

〇 春闘方式の特徴である①雇用の維持・拡大、②労使の協力・協議、③成果の公正

分配をベースとした「生産性三原則」の考え方に沿って企業別組合などによる要求

～交渉・協議を集中化させることで、社会・経済、産業や職場の課題を共有し、賃

上げをはじめとする労働条件の改善を進めることに意義があった。非正規労働者が

増大し市場メカニズムで賃金決定される傾向が強まってきた今日、交渉結果は、個

別企業組合員に留まらず、すべての従業員、すべての働く者、中小零細企業、法定

最低賃金、公務員賃金へと波及をする社会的労働条件決定のメカニズムであること

や「賃金は上がるもの」との認識をもち闘争を行ってきた。 

〇 今次闘争においても、連合島根は各種データや情報の開示に努め、中小共闘に注

力した闘争を展開した。闘争期間において、交渉・妥結状況について毎月の執行委

員会での確認や、春闘速報を広く公開する「2022 春季生活闘争ＦＡＸ速報」を発信

するなどの具体的で連動性のある対応を行った。 

〇 地域別最低賃金の取り組みについては、地方最低賃金審議に対し、中央最低賃金

審議会からＡ・Ｂランク「31 円」、Ｃ・Ｄランク「30 円」の引き上げ目安が示され

た。本年度の目安は、現下の情勢をしっかりと踏まえ公労使三者が真摯に議論を尽

くした結果と受け止める。また、過去最高となる目安の水準については、最低賃金

近傍で働く者の労働条件改善に資するものである。 

これを受けた島根地方最低賃金審議会は、「33 円」の引き上げ、時間額８５７円

とすることで結審した。引上げ額については 47 都道府県の中で最高額であり、昨

年に引き続いての地域間格差を縮小することができた。また、専門部会で全会一致

とならなかったため本審としての採決を行い、賛成多数（使側反対）で４項目の付

帯決議付きの結審となった。 

〇 産業別最低賃金は、百貨店総合スーパーについて必要性審議の要件を満たさない

ことから審議は見送ったが、他の５業種においては「28～33 円」で全会一致となっ

ている。産業別最低賃金の審議にあたっては、地域別最低賃金に対する優位性の確

保を強く意識して審議に臨んだ。 

一方で、労使間協定における社内最低賃金が産業別最低賃金と切迫しており引き

上げ額に限度があるケースが今年度も発生した。連合島根としては、産別最低賃金

対策委員会や産別組合とさらに課題共有しながら来年度審議に向けての対応をし

ていく。今後も基幹産業である産業別最賃の意義と存在感をきちんと評価できる結
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果を目指して引き続き取り組んでいく。 

〇 物価高騰が生活を直撃しており、至近の物価上昇率は 2022 春闘の賃上げを飲み

込んでいる。賃金における労働者の生計費としての要素が課題となる中、2023 春闘

の方針論議の中で今後の方向について検討していきたい。また、生産年齢人口の減

少と労働市場、また低廉な賃金で働く労働者の増大を食い止めつつ、島根県の産業

の発展をしていくために更に知恵を絞らなければならない。連合本部とも連携し、

労働条件の向上につなげていく。 

すべての働くものの安心・安定した労働条件の確立に向け、今後も継続した運動

を展開していく。 

  

ⅣⅣ．．22002233 春春季季生生活活闘闘争争にに向向けけてて  

１．「人への投資」と月例賃金の改善の継続 

〇 超少子・高齢化により生産年齢人口の減少が不可避である中、将来にわたり人材

を確保・定着させ、社会全体の生産性を高めていくには、継続的な「人への投資」

が必要である。 

〇 国際的に見劣りのする日本の賃金水準、マクロの生産性と賃金の乖離、実質賃金

の長期低下傾向、格差是正などの課題を解決するには、労働条件の根幹である月例

賃金にこだわり、情勢の変化を踏まえた適切な賃上げを継続的に実現することが必

要である。 

 

２．情勢の見極めと「未来づくり春闘」 

〇 2023 春季生活闘争をとりまく情勢は、国際情勢やコロナ禍の動向、輸入物価の上

昇などによって大きく変化している。情勢を冷静に見極めつつ、政労使で中期的・

マクロ的な視点から問題意識を共有し、国民経済を安定的な成長軌道に乗せ、デフ

レ経済に後戻りさせない状況をつくり、定着させていかなければならない。 

〇 経済の後追いではなく未来に向けて、経済・社会の活力の原動力となる「人への

投資」を行うとともに、新しい技術の導入やカーボンニュートラルなど未来への投

資および「公正な移行」にも取り組んでいく必要がある。政労使で認識を深め産業

構造の変化に対応するとともに、生産性三原則を基本に雇用の安定と公正な成果分

配を実現し、政策課題の取り組みとあわせ、「働くことを軸とする安心社会」に向け

て前進をはかっていく必要がある。 

〇 企業規模間、雇用形態間、男女間の格差是正について、さらに前進させる必要が

ある。 

 

３．基盤整備の取り組み強化 

〇 今次闘争における「サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正分配」の

取り組みをさらに強化し、中小企業や有期・短時間・契約等で働く者の賃金を「働

きの価値に見合った水準」に引き上げることをめざす。 

〇 そのためには、自らの賃金実態の把握と社会的な比較指標の整備が不可欠である。

構成組織は、めざすべき賃金水準の設定などに取り組む。同時に、地方連合会・連

合本部の地域ミニマム運動と連携しつつ、賃金実態を把握できていない組合の調

査・分析・課題解決の取り組みを支援する。 

 

４．共闘連絡会議の持ち方の工夫など 

〇 5 つの部門別共闘連絡会議（金属、化学・食品・製造等、流通・サービス・金融、
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インフラ・公益、交通・運輸）は、2022 春季生活闘争の枠組みにおいて、2023 春季

生活闘争方針策定に向けた情報・意見交換の場として活用する。 

〇 今次闘争の評価と課題を踏まえ「未来づくり春闘」をみんなでさらに前進させる

べく、厳しい産業状況にある構成組織に配慮しつつ 2023 春季生活闘争の検討を進

める。 
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2022年度地域別最低賃金金額改正状況

ラ 都道府 2021年度 指

ン 県名 最低賃金額 専門部会６条 審議会 定

ク 時間額 時間額 引上げ額 率 決定日 ５項 結審日 発

東京 1041 1072 31 2.98% 8月5日 ☆ 8月5日 ☆ 指 10月1日
神奈川 1040 1071 31 2.98% 8月5日 ● 8月5日 ● 10月1日
大阪 992 1023 31 3.13% 8月4日 有 ○ － － 10月1日
埼玉 956 987 31 3.24% 8月5日 ○ 8月5日 ○ 指 10月1日
愛知 955 986 31 3.25% 8月4日 ○ 8月4日 ○ 指 10月1日
千葉 953 984 31 3.25% 8月5日 ● 8月5日 ● 指 10月1日
京都 937 968 31 3.31% 8月8日 ● 8月10日 ● 10月9日
兵庫 928 960 32 3.45% 8月5日 有 ○ － － 指 10月1日
静岡 913 944 31 3.40% 8月5日 ● 8月9日 ● 10月5日
三重 902 933 31 3.44% 8月4日 ● 8月5日 ● 10月1日
広島 899 930 31 3.45% 8月5日 ● 8月5日 ● 10月1日
滋賀 896 927 31 3.46% 8月5日 ● 8月10日 ● 10月6日
栃木 882 913 31 3.51% 8月5日 ▲ 8月5日 ▲ 10月1日
茨城 879 911 32 3.64% 8月5日 ● 8月5日 ● 10月1日
富山 877 908 31 3.53% 8月5日 ● 8月5日 ● 10月1日
長野 877 908 31 3.53% 8月5日 ● 8月5日 ● 10月1日
山梨 866 898 32 3.70% 8月12日 ● 8月23日 ● 10月20日

北海道 889 920 31 3.49% 8月5日 ● 8月8日 ● 10月2日
岐阜 880 910 30 3.41% 8月5日 ☆ 8月5日 △☆ 指 10月1日
福岡 870 900 30 3.45% 8月12日 ● 8月12日 ● 10月8日
奈良 866 896 30 3.46% 8月5日 ● 8月5日 ● 10月1日
群馬 865 895 30 3.47% 8月12日 有 ○ － － 10月8日
岡山 862 892 30 3.48% 8月5日 ● 8月5日 ● 指 10月1日
石川 861 891 30 3.48% 8月12日 有 ○ － － 10月8日
新潟 859 890 31 3.61% 8月5日 ● 8月5日 ● 10月1日

和歌山 859 889 30 3.49% 8月5日 ● 8月5日 ● 指 10月1日
福井 858 888 30 3.50% 8月8日 ☆ 8月8日 ☆ 10月2日
山口 857 888 31 3.62% 8月12日 ● 8月17日 ● 10月13日
宮城 853 883 30 3.52% 8月5日 有 ○ － － 10月1日
香川 848 878 30 3.54% 8月5日 ▲ 8月5日 ▲ 指 10月1日
徳島 824 855 31 3.76% 8月10日 ○ 8月10日 ○ 10月6日
福島 828 858 30 3.62% 8月5日 ○ 8月10日 ○ 10月6日
島根 824 857 33 4.00% 8月9日 ● 8月9日 ● 10月5日
岩手 821 854 33 4.02% 8月22日 ● 8月23日 ● 10月20日
山形 822 854 32 3.89% 8月9日 ● 8月10日 ● 10月6日
鳥取 821 854 33 4.02% 8月10日 ● 8月10日 ● 10月6日
大分 822 854 32 3.89% 8月9日 ● 8月9日 ● 指 10月5日
青森 822 853 31 3.77% 8月9日 ● 8月9日 ● 10月5日
秋田 822 853 31 3.77% 8月5日 ● 8月5日 ● 指 10月1日
愛媛 821 853 32 3.90% 8月9日 ● 8月9日 ● 10月5日
高知 820 853 33 4.02% 8月15日 ● 8月15日 ● 10月9日
佐賀 821 853 32 3.90% 8月8日 ● 8月8日 ● 指 10月2日
長崎 821 853 32 3.90% 8月12日 ● 8月12日 ● 指 10月8日
熊本 821 853 32 3.90% 8月5日 ● 8月5日 ● 指 10月1日
宮崎 821 853 32 3.90% 8月10日 ● 8月10日 ● 指 10月6日

鹿児島 821 853 32 3.90% 8月10日 ● 8月10日 ● 10月6日
沖縄 820 853 33 4.02% 8月10日 ● 8月10日 ● 10月6日

加重平均 930 961 31 3.33%

  ※決定状況表示 ○：全会一致 ●：使用者側反対　▲：労働者側反対　☆：使用者側一部反対　△：労働者側一部反対　★：使用者側一部棄権

■：使用者側退席　◆：労働者側退席　□：使用者側一部退席　◇：労働者側一部退席　▽：労働者側一部棄権

※ 加重平均は、厚生労働省発表による

2022年度改定

連合　労働条件局

A

B

C

D

発効
予定日採　決 採　決

最低賃金額

2022年度決定状況
03-5295-0517
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審

目
安

プ
ラ
ス
2
円
で
結
審

目
安
プ
ラ
ス
3
円
で
結
審

C:
山
口

\8
88

B:
兵
庫

\9
60

B:
京
都

\9
68

B:
山
梨

\8
98

額
②

-
①

率
額
③
-
②

率

A
2
8

3
1

2
8

2
.
8
7
%

3
1

3
.
0
9
%

9
7
6

1
,
00
4

1
,
0
3
5

B
2
8

3
1

2
8

3
.
2
0
%

3
2

3
.
5
4
%

8
7
5

90
3

9
3
5

C
2
8

3
0

2
8

3
.
3
4
%

3
1

3
.
5
8
%

8
3
9

86
7

8
9
8

D
2
8

3
0

2
9

3
.
6
6
%

3
2

3
.
8
9
%

7
9
3

82
2

8
5
4

全
国
加
重
平
均

2
8

3
1

2
8

3
.
1
0
%

3
1

3
.
3
3
%

9
0
2

93
0

9
6
1

※

ラ
ン
ク

2
0
2
1

20
2
2

中
賃
の
目
安
額

引
上
げ
額

2
0
2
1

ラ
ン
ク
別
の
額

・
率
は
連
合
試
算

、
加
重
平
均
は
厚

生
労
働
省
公
表

改
定
後
の
地
賃
額

20
2
2

③
2
0
2
0

①
2
0
2
2

2
0
2
1

②
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